
郡山市の公園

郡山市

Koriyama Park Guide 



鴻ノ巣公園

島中央公園 善宝池公園

池田公園 勝木沢公園

日出山公園 宮脇公園 芳山公園

都市公園の紹介
街区公園

　街区公園は、主に半径250ｍの範囲内に居住する住民が利用することを目的とした公園で、児童の遊戯をはじ
め、街区住民の身近な休息の場として利用される公園です。
　ブランコ、すべり台、砂場などの児童を対象とした遊戯施設を配置した公園や、中心市街地に位置する水・緑
公園や芳山公園のように修景施設や休憩施設を主体に配置した公園などがあります。

近隣公園

　近隣公園は、主に半径500ｍの範囲内に居住する住民が利用することを目的とした公園で、街区公園よりも広
い範囲に居住する方々を対象とした公園です。

詳細は
市ウェブサイトで
確認出来ます

▶



２１世紀記念公園酒蓋公園

ＡＧＣエレクトロニクス郡山カルチャーパーク開成山公園

平成記念郡山こどものもり公園大槻公園

地区公園

　地区公園は、主に半径１㎞の範囲内に居住する住民が利用することを目的とした公園で、地区住民の身近な
コミュニティ活動などの場となるよう、休養施設、修景施設などを配置しています。

総合公園

　総合公園は、市民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的に利用できる公園で、休養施設、修景施設、
運動施設、自由広場、散策路などを総合的に配置した公園です。



中町緑地 本町緑地 大槻緑道

浄土松公園五百淵公園

市の支援

公園愛護協力会

緑地・緑道

　都市緑地は、都市内の自然的環境の保全や都市景観の向上などを目的として、植栽地などを配置した公園です。
また、緑化による快適性の向上と車道との分離による安全性の確保、災害時の避難経路等の役割を持つ緑道も
都市公園に含まれます。

　公園愛護協力会は、市と地域住民の皆さんが協力して公園の美化などに努め、利用者や住民の
方々が公園を快適に利用できるよう活動する団体で、公園ごとに結成しており、令和６年度末で
２１１団体が組織され、活動しています。
　これらの団体に対し、市では、公園・緑地の管理面積に応じた報償金を支給するとともに、
ごみ袋の配付や、作業に必要な物品の貸し出しなどを行っています。（下表参照）

特殊公園

　特殊公園は、自然の景観を楽しむことを目的とした風致公園や、名勝、名所、天然記念物などの文化財に設置
される歴史公園、墓地と緑地を有した墓地公園など、特有の機能や性格を持った公園です。

報 償 金 １２,５００～７２,０００円/年１回支給
※愛護活動区域面積に応じて変動します。

熊手、高枝切りばさみ、刈払機、自走式草刈機、
草刈作業飛散防止ガード
※貸出を希望する場合は、事前に公園緑地課まで
　ご連絡ください。

支給物品

貸出物品

ごみ袋（45ℓ）

詳細は
市ウェブサイトで
確認出来ます

▶



遊ぶ 健康

学ぶ防災

21世紀記念公園麓山の杜の備蓄倉庫 平成記念郡山こどものもり公園での自然観察会

寄附金のお申し込み先

郡山市都市構想部公園緑地課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7本庁舎3階（電話番号：024-924-2361）
※郡山市水と緑のまちづくり基金への寄附金は、寄附金控除等の優遇措置が受けられます。詳細はお住まいの
地域の税務署や自治体の税務部門へお問い合わせください。

公園の役割
　公園には、のびのびと遊んだり、散策や運動したりすることの他にも、環境保全や防災などの多
様な役割があります。

　公園には、様々な種類・大きさの遊具が設置され
ています。これらの遊具は毎年点検を行い、更新・
補修を計画的に実施しています。

　簡単なトレーニングやストレッチができる健康
遊具を設置している公園もあります。日ごろの運動
不足解消にご活用ください。

　災害発生時に避難場所となるほか、耐震性貯水槽
や備蓄倉庫を設置するなど、地域の防災拠点として
の機能を有しています。

　動植物の生息・生育空間となる公園・緑地などは、
自然観察や生物調査など環境学習の場として活用
されています。

郡山市水と緑のまちづくり基金
　「郡山市水と緑のまちづくり基金」は、水と緑の環境を保全・育成していくために設立したもので、
市民・企業の皆様からの寄附金などを積み立て、住宅の新築（購入）時又は子どもの出生時の記念
樹交付や生垣づくり助成等の都市緑化事業に役立てています。

詳細は
市ウェブサイトで
確認出来ます

▶



�������

����	�
�
�
������������������������� !�"#$%&'()*+�, 

�
�-./�0123452678�9:;6��.�<=�>?�0@AB�C�DE3

FGH�I123���J�KL.MN;�

OPQR%&S)S*+�����%����*1

23TUVW:;6�.XYZ[\]

�^�_��`�ab1c:defgh�12

3ijk�KLel?�OPmn%&Sop*+�

�qor'qstuE6�����vwx��yP

$%(z(p*+��{)orS'st1MZ��`|

},6Z�wx�||rR~�1MZY26]

	�
��������

�������t�������� �����yPQ�(z(z�+��yP()�(z)(�+�

��������������e� ¡¢£

¤¥¦\h��§¨©���ª«¬����

­���®b3�¯�(S+�����°�±

²�DZ³´N;6�µ´U¶·¸���t���

���̧ ��e¹º26��»´�¼½¾�¿À

Á�MÂ�£¤ÃÄ»´�ÅÆÇ«ÈÇMÂ��

KL1�É;:��»´�ÊË¶·«ÌÍe

ÎÏÐÑ¶·Ò¸�eÓÔk�ÕÖ\hÉ1

�DZ���×#ØÙeÚÛ2M.:���

Ü«ÝÞß«àá�âãeäE3bY\]

����åæ
�çèé
�

êë�åæ
� ìíîïðñïòóôåæ
� �õöèé
�

�÷ø����÷ø�ËùúûMüý�¹ºeþÿ3�`�ab��e��\hÉ1e©k126��[��@

�����÷ø�����0���	
�����
�÷ø����-0��Q��.�ZY\]

��-�����-����`�ab��e��\hÉ1e©k126��[��@�����-�����

�������-����¯0������-����¯0���� �-���!"�0��# �-��

�$�0��m��.�ZY\]

%&�

�'()*	+[

,-./Y\

0

%&�

1'()*	+[

,-./Y\

%&�

�'()*	+[

,-./Y\

0



公園の使用許可

公園利用のルール

公園内でイベントなどをしたいとき、施設を設置したいとき

公園内で以下の行為をしようとする場合は、許可が必要です。
詳細については事前にご相談ください。
・物品の販売、配布
・募金、署名活動
・イベントの開催
・競技会、展示会、集会、撮影会
・施設等の設置（都市公園のみ、法で定められた施設のみ許可）
・その他、公園の全部又は一部を独占して利用する行為

公園使用料の額

公園を使用する場合の使用料の額は、以下の表のとおりです。
下記の内容等については公園使用料の全部または一部が免除になります。
・市が主催して行う事業等に使用するとき。
・市と他の団体が共催して行う公益的事業に使用するとき。

公園内では、次に掲げる行為は禁止されています。
(１)　公園を損傷し、又は汚損すること。

・トイレや水飲み場などへのいたずら
・ごみの放置　　など

(２)　樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(３)　土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(４)　鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(５)　はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(６)　立入り禁止区域に立ち入ること。
(７)　指定した以外の場所に車両を乗り入れ又は駐車すること。
(８)　危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。

・野球やゴルフなど、他の利用者の迷惑となる行為
・エンジンをかけたままの駐車や、夜間・早朝のバスケットボールなど、周辺住民の迷惑となる行為
・専用施設以外でのバーベキューや花火などの火気の使用
・犬をノーリード又は長すぎるリードで散歩させる、フンを放置する
・紐のついた衣服やマフラーなど絡まりやすい服装や、サンダルなどの脱げやすい靴を着用しての遊具の
利用、幼児のみでの遊具の利用
・ドローン等の無人航空機の飛行　　など

(９)　公園をその用途外に使用すること。

※店舗の面積が35㎡を超える場合は、超えた面積分につき30円/㎡・日を加算

目的 使用料
興行（営利目的） 30円/㎡・日
展示会、集会等（興行目的以外） 15円/㎡・日
イベントに伴う露店等（開成山公園） 4,100円/店・日※

イベントに伴う露店等（開成山公園を除く都市公園・緑地） 1,100円/店・日※

詳細は
市ウェブサイトで
確認出来ます

▶

詳細は
市ウェブサイトで
確認出来ます

▶



編集発行【2026年3月作成】
郡山市 都市構想部 公園緑地課
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番７号
TEL:024-924-2361 FAX:024-938-2720 
郡山市ウェブサイト
https://www.city.koriyama.lg.jp

●都市公園関係

管理事務所等連絡先 ※2026年３月現在

施設名 施設連絡先
（024） 施設所在地 担当課連絡先

（024）

公園緑地課
924-2361

子育て給付課
924-2525
文化振興課
924-2661

河川課
924-2701

開成山公園

AGCエレクトロニクス郡山カルチャーパーク

21世紀記念公園

平成記念郡山こどものもり公園

荒井中央公園

大槻公園

浄土松公園

待池公園

八山田こども公園

蔭山工務店大安場史跡パーク（大安場史跡公園）

桜木観察広場(逢瀬川1号・2号緑地)
大島自然ふれあい広場(逢瀬川3号・4号緑地)
富田親水広場(逢瀬川5号緑地)

開成一丁目5

安積町成田字東丸山61

麓山一丁目16-17

富久山町福原字左内5-2

安積北井一丁目49

大槻町字漆棒70-1

逢瀬町多田野字浄土松1-1

待池台一丁目9-10

富久山町八山田字宮脇53-5

田村町大善寺字大安場160

－

934-8733

958-5570

947-1600

924-2194

947-9440

952-7355

957-3700

959-4554

925-3225

965-1088

環境政策課
924-2731東山霊園 田村町小川字ヤシウリ5955-2107

－

●その他の関連する施設
施設名 施設連絡先

（024） 施設所在地 担当課連絡先
（024）

公園緑地課
924-2361

園芸畜産振興課
924-3761
下水道保全課
932-7663
河川課

924-2701

道路保全課
924-2301

スポーツ振興課
924-3441

野鳥の森学習館

高篠山森林公園

タイセークリーン東部森林公園

農村公園
ちびっ子広場

石筵ふれあい牧場

せせらぎこみち

南川溪谷

開成山公園内
運動関連施設

宝来屋ボンズアリーナ
（郡山総合体育館）

郡山しんきん開成山プール
（開成山屋内水泳場）

郡山ヒロセ開成山陸上競技場
（開成山陸上競技場）
ヨーク開成山スタジアム
（開成山野球場）
開成山弓道場

街路樹(市道)

菜根四丁目18-6

逢瀬町多田野字高篠1-6

田村町金沢字大六149-1

熱海町石筵字萩岡2-2

豊田町3-10

－

－

－

－

開成一丁目5-12

934-2180

957-3748

983-6593

－

984-1000

－

－

－

934-1500

926-0450

読み終えた郡山市の公園は資源としてリサイクルしてください。



八山田西公園

二

六

三

田村町金沢字大六149-1

東部森林公園

高篠山森林公園

瀬町多田野字高篠1-6

堀口浄水場

東山霊園

金沢調整池

五霊櫃峠

下双又公園

下曲田公園

富田東中央公園

細田公園

三宝坦公園

宝沢東公園

向屋敷公園

追越公園四十坦公園

入ノ内公園

前北原公園

遠北公園

前北公園

富田西二丁目公園

荒池農村公園

宝沢沼農村公園

鹿嶋池農村公園

山ノ井農村公園

赤沼農村公園


